
令　和　４　年　度

　決　算　報　告　書　

　　　　　　東京都中野区中野６丁目２１番１６号

学校法人　小山学園

　（専門学校　東京工科自動車大学校）

　（専門学校　東京工科自動車大学校世田谷校）

　（専門学校　東京工科自動車大学校品川校）

　（専門学校　東京テクニカルカレッジ）



学校法人小山学園 財務書類等閲覧 規程 
（目的） 

第１条  この規程は、私立学校法第４７条２項に基づき、学校法人小山学園（以下、「学園」という。）の財産目録 

貸借対照表、収支計算書、事業報告書および監事作成の 監査報告書（これらを以下「財務書類等」という。） 

の閲覧について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（財務書類等の閲覧） 

第２条  学園は、この規程の定めに従い、財務書類等を学園に在学する者その他の利害関係人の閲覧に供するもの 

とする。ただし、次の各号の一に該当する場合には、閲覧に供さないものとする。 

(1) 学園が定めた閲覧申請時間外又は休業日に閲覧申請がなされた場合 

(2) 学園を誹謗中傷することを目的とするなど閲覧の目的が不法、不当な目的である場合 

(3) 財務書類等に公開すべきでない個人情報が含まれている場合 

(4) 財務書類等の公開によって学園の経営・運営が重大な影響を受けるおそれがある場合 

(5) その他、学園が公開すべきでないと判断する正当な理由がある場合 

 

（閲覧に供する財務書類等の範囲） 

第３条  前条に基づき学園が閲覧に供する財務書類等の範囲及び内容は、学園が指定した範囲及び内容とする。 

 

（閲覧申請ができる者の範囲） 

第４条  財務書類等の閲覧を申請できる者は、次の者とする。 

(1) 学園の設置する学校に在学する学生 

(2) 学園の設置する学校に在学する学生の保護者 

(3) 学園に雇用されている教職員 

(4) その他学園と法律上の利害関係がある者 

 

（閲覧の申請） 

第５条  財務書類等の閲覧をしようとする者（以下「閲覧申請者」という。）は、学園所定の財務書類等閲覧申請書 

に、住所、氏名、電話番号、閲覧を申請できる資格及び利害関係、閲覧を希望する財務書類等（以下「閲覧 

希望書類」という。）の種類、閲覧の目的その他の所定事項を記入して、学園の学務室に閲覧申請をしなけれ 

ばならない。 

２．前項の申請は、学園の就業日の月曜日から金曜日までの午前９時３０分から午後４時３０分までにしなけれ 

ばならない。ただし、午後０時３０分から午後１時３０分までは除く。 

３．代理人による閲覧申請は認められないものとする。ただし、弁護士による場合はこの限りではない。 

 

（閲覧申請に対する審査等） 

第６条  学園は、前条の閲覧申請に対し、第２条第１項ただし書きの各号の一に該当する場合かどうか、閲覧希望 

書類が第３条の閲覧の範囲に含まれるかどうか、閲覧申請者に第４条の閲覧することのできる利害関係があ 

るかどうか、又は閲覧申請者が本人かどうか等について、必要な審査をする。 

２．学園は、閲覧申請者に対し、前項の審査のために、裏付け資料の提出又は提示を求めることができる。 

３．学園は、第１項の審査の結果、第２条第１項ただし書の各号の一に該当する場合であること、閲覧希望書類 

が閲覧に供される書類でないこと又は閲覧申請者に利害関係がないものと判断したときは、速やかにその旨を 

申請者に伝えて、閲覧を拒絶することができる。 

４．閲覧希望書類を速やかに閲覧に供することができない場合は、学園は、閲覧に供する日時を指定することが 

できる。 

 

（閲覧日時） 

第７条  財務書類等を閲覧できる日時は、就業規則その他において定める学園の就業日の月曜日から金曜日までの 

午前９時３０分から午後４時３０分までとする。ただし、午後０時３０分から午後１時３０分までは除く。 

２．財務書類等の整理その他の都合により、前項の閲覧時間を変更し、又は臨時に閲覧休業日を設けることがあ 

る。この場合は、あらかじめ、学園所定の掲示板に掲示する。 

 

（閲覧の場所） 

第８条  財務書類等を閲覧できる場所は、学園の各学校事務室内の各学校が指定した場所とする。ただし、学園の 

都合により、その場所を変更することがある。 

 

（閲覧する者の遵守義務） 

第９条  財務書類等を閲覧する者は、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 学園から指定された日時に、指定された場所において、閲覧すること。 

(2) 閲覧に当たっては、学園担当者の指示に従うこと。 

(3) 財務書類等を破損し、汚損し、又は書き込みをしないこと。 

(4) 財務書類をコピーし、又は撮影しないこと。 

 



(5) 閲覧に必要な時間を経過した時は、速やかに閲覧を終了すること。 

 

（閲覧時の立会い） 

第 10条  学園は、必要に応じて、閲覧申請者の閲覧に際し学園担当者を立ち会わせることができる。 

 

（閲覧の停止） 

第 11条  学園は、閲覧をする者又は閲覧申請者が次の各号の一でも該当する場合は、閲覧を停止し、又は禁止す 

ることができる。 

(1) 前９条の各号の一に違反した場合 

(2) 教職員その他の者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある場合 

(3) この規程の定めに違反した場合 

 

（謄写の禁止） 

第 12条  閲覧書類等の謄写（撮影を含む。）は、認めないものとする。 

 

（実施規則） 

第 13条  この規程に定めるもののほか、この規程を実施するために必要な事項は、理事長が定める。 

 

附  則    この規程は、平成２５年１１月２０日から施行する。 

 

 

 

 



（ 単位 ： 円 ）
収入の部

科      目 金　額

学生生徒等納付金収入 ( 1,367,416,264 )

手数料収入 ( 8,415,238 )

寄付金収入 ( 300,000 )

補助金収入 ( 59,892,427 )

資産売却収入 ( 0 )

付随事業・収益事業収入 ( 214,195,905 )

受取利息・配当金収入 ( 97,135 )

雑収入 ( 14,397,881 )

借入金等収入 ( 0 )

前受金収入 ( 722,638,190 )

その他の収入 ( 68,967,122 )

資金収支調整勘定 ( △ 873,445,796 )

前年度繰越支払資金 ( 1,400,952,499 )

収入の部合計 2,983,826,865

支出の部

科      目 金　額

人件費支出 ( 879,004,448 )

教育研究経費支出 ( 220,863,453 )

管理経費支出 ( 459,810,795 )

借入金等利息支出 ( 0 )

借入金等返済支出 ( 0 )

施設関係支出 ( 143,207,838 )

設備関係支出 ( 41,210,982 )

資産運用支出 ( 0 )

その他の支出 ( 207,821,330 )

資金支払調整勘定 ( △ 186,130,099 )

次年度繰越支払資金 ( 1,218,038,118 )

支出の部合計 2,983,826,865

  資  金  収  支  計  算  書   

自  ２０２２年  ４月  １日
至  ２０２３年  ３月３１日



（ 単位  ：  円 ）

事業活動収入の部

学生生徒等納付金 ( 1,367,416,264 )

手数料 ( 8,415,238 )

寄付金 ( 4,135,400 )

経常費等補助金 ( 59,892,427 )

付随事業収入 ( 214,195,905 )

雑収入 ( 14,397,881 )

収入計 1,668,453,115

事業活動支出の部

人件費 ( 879,004,448 )

教育研究経費 ( 372,495,842 )

管理経費 ( 470,087,584 )

徴収不能額等 ( 0 )

支出計 1,721,587,874

教育活動収支差額 △ 53,134,759

事業活動収入の部 97,135

事業活動支出の部 0

教育活動外収支差額 97,135

経常収支差額 △ 53,037,624

事業活動収入の部 0

事業活動支出の部 57

特別収支差額 △ 57

基本金組入前当年度収支差額 △ 53,037,681

基本金組入額合計 △ 170,080,792

当年度収支差額 △ 223,118,473

前年度繰越収支差額 △ 3,462,801,457

基本金取崩額 0

翌年度繰越収支差額 △ 3,685,919,930

教
育
活
動
収
支

教育
活動
外

収支

特別
収支

   事  業  活  動  収  支  計  算  書   

至  ２０２３年  ３月３１日
自  ２０２２年  ４月  １日

科      目 金　額

科      目 金　額



（　単位　円 ）

　資　産　の　部

科　　　　目 金　額

固　定　資　産 ( 8,186,379,243 )

流　動　資　産 ( 1,309,876,764 )

資 産 の 部 合 計 9,496,256,007

　負　債　の　部

科　　　　目 金　額

固　定　負　債 ( 4,409,967 )

流　動　負　債 ( 856,333,176 )

負 債 の 部 合 計 860,743,143

　純　資　産　　の　部

科　　　　目 金　額

基　本　金 ( 12,321,432,794 )

　第１号基本金 12,193,432,794

　第４号基本金 128,000,000

繰越収支差額 ( △ 3,685,919,930 )

　翌年度繰越収支差額 △ 3,685,919,930

純資産 の 部 合 計 8,635,512,864

負債及び純資産の部合計 9,496,256,007

貸　借　対　照　表
２０２３年３月３１日現在



（単位：　　円）

＜＜　固　定　資　産　＞＞
　　＜　有形固定資産　＞

6,180.51㎡ 5,000,824,339
７校舎 2,925,164,523

４校合計 10,919,601
４校合計 59,793,934

　 ４校合計 9,136,807
４校合計 87,100,296

10台 9,705,160
0

　＜　特定資産　＞
0
0
0

　　＜　その他の固定資産　＞
８２本 6,358,231

２件 675,000
1,102株 30,320,000

２社 10,100
２件 44,309,620
５件 2,061,632
０件 0

＜＜　流　動　資　産　＞＞
　　＜　現金・預金　＞

４行 859,129,738
６行 56,532,402
1行 300,000,000

2,375,978
６件 57,955,856

5,723,300
17件 22,965,443
１件 1,649,304
１件 700,000
２件 2,844,743

9,496,256,007

＜＜　固　定　負　債　＞＞
0

１件 4,409,967

＜＜　流　動　負　債　＞＞
0

21項目 111,421,805
3項目 4,364,062

学生納付金ほか 722,638,190
源泉所得税ほか 2,594,019

2項目 15,315,100

負債の部合計 860,743,143

前 　　　　　　　　受　　　　　　　　金
預　 　　 　　　　　り　　　　　　　　金
仮 　　　　　　　　受　　　　　　　　金

長　　　　期　　　　借　　　入　　　金
長　　　　期　　　　未　　　払　　　金

　　短　 　　期　　　　借　　　入　　　金
未 　　　　　　　　払　　　　　　　　金
未　　　　　払　　　　　費　　　　　用

前　　　　　払　　　　　費　　　　　用
立　　　　　　　 　替　　　　　　　　金
仮　　　　　　　 　払　　　　　　　　金

資産の部合計

普　　　　　通　　　　　預　　　　　金
定　　　　　期　　　　　預　　　　　金
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　金
未　　　　　収　　　　　入　　　　　金
販　　　　　売　　　　　用　　　　　品
前　　　　　　　 　払　　　　　　　　金

有　　　　 　価　　　　　証　　　　　券
出　　　　　　　　 資 　　　　　　　　金
保　　　 険 　　　積　 　　立　 　　金

預　　　　　　　　託　　　　　　　　　金
長　　 期 　　前 　　払 　　費　 　用

当　　　　　座　　　　　預　　　　　金

第２号基本金引当特定資産　　　 
第３号基本金引当特定資産　　　 
減価償却引当特定資産　　　　　　

電　 　　話　 　　加　 　　入　 　　権
施　　設　　設　　備　　利　　用　権

 　構　　　 　　　 　築　 　　　 　　　物
　　　教　　 育 　　機 　　器　　備　　品

管　　理　　用 　機 　器 　備 　品
図 　　　　　　　　　　　　　　　　　書
車 　　　　　　　　　　　　　　　　　両
建　　 　設 　　　仮　　　勘　　　定

財　産　目　録

２０２３年　３月３１日現在

科　　　　　目 期末残高

 　　　　　土　　　　　　　　　　地（　校　地　）
　 　　　　建　　　　　　　　　　物（　校　舎　）








